
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所等訪問支援 

ご存じですか？ 

保育所等訪問支援は、保育園や幼稚園など

に在籍しているお子さんを対象にした、児童

福祉法に基づくサービスです。 

お子さんが過ごしている施設に、知識と経

験がある「訪問支援員」が伺い、お子さんや

関わる先生方と相談しながら、お子さんが園

生活をより充実して過ごせるよう、サポート

します。 

保護者の方やお子さん（ご本人）からの依

頼で伺います。 

 

問い合わせ・連絡先 

 

エール（日野市発達・教育支援センター） 

住所 日野市旭が丘 2－42－8 

電話 042-589-8877 

～ ～ 

 

。 

 

資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象】 

・集団生活を行う施設に通う就学前のお子さんで、課題があり支援が 

必要と認められた方。 

・「障害児通所受給者証」の取得 ＊下段参照 が必要です。エールに 

ご相談ください。 

【頻度】 契約後、月１回から 2 回程度。 

【訪問時間】 1 回につき 30 分から 2 時間程度。 

【契約期間】 訪問支援期間は基本 6 か月。必要に応じ終了及び継続。 

【費用】  

・幼児教育無償化の対象事業のため、3 歳児学年から、利用者負担は 

ありません。 

こんな方が利用できます！ 

流れ 

①相談 

「相談支援員」及び「児童発達支援管理責任者」が、ご利用を希

望される方（本人もしくは保護者）の相談をお聞きします。 

  ↓  

（エールでの受け入れが決定した後） 

②「障害児支援利用計画案」の作成・申請 

「障害児支援利用計画案」を作成し、日野市に申請していただき

ます。障害児支援利用計画案は、セルフプランで立てていただく

か、作成を依頼することもできます。 

  ↓ 

③利用契約 

  支給決定（障害児通所受給者証の交付）がされましたら、保護者

とエールの間で契約させていただきます。相談内容に沿って「個別

支援計画」を作成します。 

   ↓ 

④サービスの提供 

  集団の場に伺い、お子さんへの支援、先生への支援を行います。 

   ↓ 

⑤保護者への報告 

実施報告書をお渡しし、実施内容をお伝えします。 

   ↓ 

⑥サービスの終了もしくは継続 

  報告後ご相談の上、サービスを終了もしくは継続いたします。 

 ＊利用者保護者や園の希望に合わせて訪問時間を設定しています。 

＊カンファレンスは、子どもの降園後に行う場合や別日に行う場合も 

あります。園と相談して決めます。 

＊カンファレンス参加メンバーも、園によって様々です。 

◆障害児通所受給者証の取得について 

 次の書類に記入等したものを、市役所１階の障害福祉課 に提出します。 

１、 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 

２、 サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案 

（セルフプラン用①②） 

３、 医師意見書 ←かかりつけ医等が記入 お問い合わせください 

 

＊エールにも用紙があります。記入の仕方や医師の意見書等についても、 

どうぞご相談ください。 

利用するには！？ ～エールへご相談ください～ 

 

 

 


